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１ 日時及び場所 

平成30年3月6日（火）午前9時30分～ 本庁舎3階特別会議室 

２ 出席者 
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３ 件名 

白井市第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の策定について 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

■ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・新たな事業がいくつかあるが、総合計画との整合性は取れているのか。 

→地域生活支援拠点等の整備については、総合計画に位置づけており、その中で、グル

ープホームや短期入所サービスを行うことになっている。新たに始まる定着支援などの

法定サービスについては、事業の実施義務があり、児童発達支援センターの設置につい

ては、こども発達センターの運営方法の見直しにより検討する。 

・新規事業に伴う事業費は、スクラップ＆ビルドの徹底を図り、予算を確保すること。

→こども発達センターが児童発達支援センターに移行することにより報酬単価が増加す

るため、予算の確保を図りながら検討していく。 

・新規の法定サービスの費用は、平成３０年度予算に計上しているのか。 

→新規サービスの報酬単価が未定であったため、平成３０年度当初予算には計上してい

ない。予算が不足する場合は、補正予算で対応することとなる。 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 
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条例規則

議会説明

市民参加

付議書公表■ □ □ □ （

関係法令等

関係課

事業費

白井市第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の策定について

【計画の位置づけ】
　本計画は、障害者総合支援法第88条に規定する「市町村障害福祉計画」及び児
童福祉法第33条に規定する「市町村障害児福祉計画」であって、「障害福祉サー
ビス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に
即して、「障害福祉サービス等」及び「障害児通所支援等」の提供体制の確保に係
る目標や、サービスの必要量の見込みなどを策定する。
【計画期間】
　平成３０年度から３２年度まで
【計画の基本方針】
　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保を推進していくう
えでの基本的な方針として、国の基本指針の基本的理念及び白井市第４期障害
福祉計画の基本的考え方との整合を図ったうえで、次の５点を基本方針として設定
する。
（１）障がいのある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援
（２）障がい種別によらない一元的なサービスの実施等
（３）地域生活への移行、継続及び就労等の課題に対応したサービス提供体制の
整備
（４）地域共生社会の実現に向けた取り組み
（５）障がい児の発達支援
【成果目標】
　障がいのある人等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といっ
た課題に対応するため、「福祉施設入所者の地域生活への移行」、「精神障害にも
対応した地域包括ケアシステムの構築」、「地域生活支援拠点等の整備」、「福祉施
設から一般就労への移行」及び「障害児支援の提供体制の整備等」についての成
果目標を設定する

平成 30 3 6

報告書（行政経営戦略会議）

部課名 健康福祉部　社会福祉課

【部内会議】
・計画（案）の各サービスの見込み量で平成29年度見込を11月実績から３月実績見
込みに変更した。
【子育て支援課との調整】
・市こども発達センターにおける児童発達支援センターへの移行や保育所等訪問
支援の実施の検討
・子ども・子育て支援施策等での障がい児の受入見込みの調整。

有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

Ｈ30.3月　本決裁後、委託業者において計画書の印刷作業。

まで）

無

有 行政運営報告（H30.4月）広報・ＨＰ等 有 ＨＰ(H30.3月）

無 報道発表
スケジュール

参考情報

障害者総合支援法・児童福祉法・障害者差別解消法

子育て支援課

千円 （うち特定財源 千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非
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『白井市第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画』の概要 

１ 計画策定 

『白井市第４期障害福祉計画』が平成 29 年度で終了することから、『白井市第５期障害

福祉計画・第１期障害児福祉計画』を新たに策定しました。 

本計画は、障害者総合支援法第 88 条に規定する「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法

第 33 条に規定する「市町村障害児福祉計画」であって、「障害福祉サービス等及び障害児

通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に即して、「障害福祉サービス等」

及び「障害児通所支援等」の提供体制の確保に係る目標や、サービスの必要量の見込みな

どを策定するものです。 

   

（１）市の計画体系における位置付け 

本計画は『白井市第５次総合計画』及び健康・福祉分野の基幹計画である『白井市第２

次地域福祉計画(しろい支え愛プラン）』を上位計画とする、事業レベルの個別計画であっ

て、障がい福祉施策に関する基本的な計画である『白井市障害者計画』との緊密な連携の

もとに推進していきます。 

また、その他の個別計画や、国・県の関連計画等と整合・連携を確保します。 

 

（２）計画期間 

 本計画の計画期間は、国の指針に基づき、平成 30 年度から平成 32 年度までの 3 年間

とします。 

 

２ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の概要 

 

（１）障害福祉サービス等及び障害児通所支援等について 

障害福祉サービス等は、障害者総合支援法に基づき、身体障がい、知的障がい、精神障

がい、難病などによって日常生活に制限が生じ、介護や就労支援を必要とする人を主な支

援対象として支給されるサービスです。 

障害福祉サービス等は、「介護給付」と「訓練等給付」から成る「指定障害福祉サービス」

と、「相談支援」及び「地域生活支援事業」で構成されています。 

また、障害児通所支援等は、児童福祉法に基づき、障害のある児童や発達に心配がある

児童を主な支援対象として支給されるサービスで、療育の提供や相談などの支援を行いま

す。 

支援対象者は、必要に応じて利用したいサービスを選び、市に支給の申請を行います。
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申請が認められ、必要な障害支援区分が認定されると、それに基づきサービスの支給量が

決定されます。支給決定後、利用者は事業者と契約を結び、サービスの利用を開始するこ

とができます。 

サービスの大枠の概要は以下のとおりです。 

 

① 指定障害福祉サービス 

 指定障害福祉サービスは、その性質によって上記の２区分にわけられますが、提供の形

態によっては「訪問系サービス」、「日中活動系サービス」及び「居住系サービス」の３つ

に大別されます。 

訪問系サービスは、介護給付のうち、ホームヘルパーが自宅等を訪問するなどして提供

されるサービスです。自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行う「居宅介護」や、視覚障

害のため移動に著しい困難を有する人に必要な情報提供や移動の援護等を行う「同行援護」

などがあります。 

日中活動系サービスは、施設等で昼間に提供されるサービスです。このうち介護給付と

しては、介護とともに創作的活動や生産活動の機会を提供する「生活介護」などがありま

す。また、訓練等給付としては、自立した生活に向けて一定期間身体機能や生活能力の向

上のために必要な訓練を行う「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」や、一般企業等での就労

が困難な人に働く場を提供する「就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）」などがあります。 

居住系サービスは、施設等で夜間に提供されるサービスです。共同生活を行う住居で相

談や日常生活上の援助を行う「共同生活援助（グループホーム）」などがあります。 

 

② 相談支援 

相談支援は、障害福祉サービス等の支給申請に当たり必要となる「サービス等利用計画

案」の作成や支給決定後の事業者との連絡調整等を行う「計画相談支援」及び地域生活へ

の移行や定着を支援する「地域移行支援」、「地域定着支援」を行います。 

 

③ 地域生活支援事業 

地域生活支援事業は、市町村が主体となり、利用量などの具体的な内容を利用者の状況

に応じて柔軟に決定できるサービスです。必須事業と任意事業に分かれており、必須事業

としては、聴覚その他の障がいのため意思疎通に支障がある人に手話通訳・要約筆記者の

派遣等を行う「意思疎通支援」や、屋外での移動が困難な障がいのある人の外出を支援す

る「移動支援」などがあります。また、任意事業としては、本市では、サービス提供事業

所などで日中活動の場の提供等を行う「日中一時支援事業」等を展開しています。 

 

④ 障害児通所支援等 

障害児通所支援等は、18 歳未満の障がいのある子どもを対象としており、通所利用で児

童に療育の場を提供する「児童発達支援」や、学校に就学している障害児の放課後や休暇

中に生活能力向上のための訓練等を提供する「放課後等デイサービス」などの「障害児通

所支援」のほか、「障害児相談支援」、「障害児入所支援」を含みます。 
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３ 計画の基本方針 

前節に掲げた目標像の実現をめざし、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供

体制の確保を推進していくうえでの基本的な方針として、国の基本指針の基本的理念及び

白井市第４期障害福祉計画の基本的考え方との整合を図ったうえで、次の５点を基本方針

として設定します。 

① 障がいのある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

障がいのある人等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障

がいのある人等が、障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ自立と社会参加の実現

を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制

の整備を進めます。 

② 障がい種別によらない一元的なサービスの実施等 

障害福祉サービスの対象となる人の範囲を、「身体障がい者、知的障がい者、精神障が

い者、難病患者等であって 18 歳以上の人」と「障がい児」として、サービスの充実を図

ります。また、発達障がい者、高次脳機能障がい者及び難病患者については、引き続き、

障害者総合支援法に基づく給付対象となっていることの周知を図り、サービスの利用を

促します。 

③ 地域生活への移行、継続及び就労等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

障がいのある人等の自立支援の観点から、福祉施設や病院への入所・入院から地域生

活への移行、地域生活の継続及び就労等の課題に対応したサービス提供の体制を整え、

障がいのある人等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の

拠点づくりなど、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進めます。 

④ 地域共生社会の実現に向けた取り組み 

市民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをと

もに創り高め合う地域共生社会の実現に向けた仕組みづくりや、地域の実情に応じた柔

軟なサービスの確保、専門的な支援を必要とする人（医療的ケアを必要とする障がい児

等）のための包括的な支援体制の構築などを進めます。 

⑤ 障がい児の発達支援 

障がい種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実

を図ります。また、障がい児のライフステージに沿って、切れ目のない一貫した支援を

提供する体制の構築を図ります。さらに、障がい児が保育、教育等の支援を受けられる

ようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童がともに成長できるよう、

地域社会への参加や包容（インクルージョン）を進めます。 
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４ 成果目標 

 国の基本指針では、障害のある人等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支

援といった課題に対応するため、「福祉施設入所者の地域生活への移行」、「精神障害にも対

応した地域包括ケアシステムの構築」、「地域生活支援拠点等の整備」、「福祉施設から一般

就労への移行」及び「障害児支援の提供体制の整備等」についての成果目標を設定するこ

ととしています。 

本市では、国の基本指針を踏まえ、以下のとおり成果目標を設定します。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

【国指針の主旨】 

・平成 28 年度末時点の福祉施設の入所者の９％以上が地域生活に移行。 

・平成 32 年度末時点の入所者数を同 28 年度末時点の入所者数から２％以上削減。 

・第４期障害福祉計画の目標値が達成されない見込みのときは、その未達成割合を目標

値に加える。 

【成果目標】 

項 目 数値等 備考（考え方） 

平成 28 年度末入所者数（Ａ） 24 人  

【目標値】地域生活移行者数（Ｂ）
３人

（12.5％）

Ａのうち、平成 32 年度末までに地

域生活へ移行する人の目標数（Ａの

９％以上） 

新たな施設入所支援利用者数（Ｃ） ２人
平成 32 年度末までに新たに施設

入所支援が必要な利用人員見込み 

平成 32 年度末の入所者数（Ｄ） 23 人
平成 32 年度末の利用人員見込み

［Ａ－Ｂ＋Ｃ］ 

【目標値】入所者数減少見込み 
１人

（4.2％）

差し引き減少見込み数［Ａ－Ｄ］（Ａ

の２％以上） 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【国指針の主旨】 

・平成 32 年度末までに、すべての市町村に、保健、医療、福祉関係者による協議の場を

設置（市町村単独での設置が困難な場合には、複数市町村による共同設置も可）。 

【成果目標】 

 

（

３）

地

項 目 数値等 備 考 

【目標】保健・医療・福祉関係者

による協議の場 
設置 設置の形態は今後検討します。 
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域生活支援拠点☆等の整備 

【国指針の主旨】 

・地域生活支援拠点（または面的な支援体制）について、平成 32 年度末までに、各市町

村または各圏域に少なくとも１つ整備。 

【成果目標】 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行 

【国指針の主旨】 

・障害者の福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて平成 32 年度中に一般就

労に移行する人数を同 28 年度の移行実績の 1.5 倍以上とする。 

・就労移行支援事業の平成 32 年度末時点における利用者数が、同 28 年度末時点におけ

る利用者数から２割以上増加。 

・一般就労移行者数及び就労移行支援事業利用者数について、第４期障害福祉計画の目

標値が達成されない見込みのときは、その未達成割合を目標値に加える。 

・就労移行支援事業所のうち、就労移行率３割以上の事業所を全体の５割以上とする。 

・就労定着支援事業による支援開始から１年後の職場定着率を８割以上とする。 

【成果目標】 

項 目 数値等 備考（考え方） 

平成 28 年度の年間一般就労者数（Ａ） ９人 
平成 28 年度に福祉施設を退所し、一

般就労した人の数 

【目標値】平成 32 年度の年間一般就労

者数 

14 人 

（156％）

平成 32 年度に施設を退所し、一般就

労すると見込まれる人の数（Ａの1.5

倍以上） 

平成 28 年度末の就労移行支援事業利

用者数（Ｂ） 
16 人  

【目標値】平成 32 年度末の就労移行支

援事業利用者数 

20 人 

（125％）
（Ｂの 1.2 倍以上） 

【目標値】就労移行率３割以上の就労

移行支援事業所の割合 
50% 

（市内の就労移行支援事業所数の５

割以上） 

【目標値】就労定着支援の開始から１

年後の職場定着率 
80％ 

（前年度に就労定着支援事業による

支援を受け始めた人の８割以上） 

 

項 目 数値等 備 考 

【目標値】地域生活支援拠点設置数 １か所 

拠点となる施設を中心に、地域のネット

ワーク構築を図ります。 

なお、平成 30 年度に市内に１か所新設

される見込みです。 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

【国指針の主旨】 

・平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１箇所以上設置

（市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置も可）。 

・平成 32 年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制

を構築。 

・平成 32 年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後

等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１箇所以上確保（市町村単独での確保

が困難な場合には、圏域での確保も可）。 

・医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、平成 30 年度末までに、各市町村におい

て、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場

を設置（市町村単独での設置が困難な場合には、県が関与した上で、圏域での設置も

可）。 

【成果目標】 

 

 

 

 

 

 

 

  

項 目 数値等 備 考 

【目標値】児童発達支援センタ

ー設置数 
１か所 

平成 32 年度末までに設置することを目

標とし、設置の形態は今後検討します。

【目標】保育所等訪問支援を利

用できる体制の構築 
実施 

市こども発達センターにおける保育所等

訪問支援の実施を目標とします。 

【目標値】主に重症心身障害児

を支援する児童発達支援事業

所数 

１か所 
近隣自治体と連携し、平成 32 年度までに

確保することを目標とします。 

【目標値】主に重症心身障害児

を支援する放課後等デイサー

ビス事業所数 

１か所 
近隣自治体と連携し、平成 32 年度までに

確保することを目標とします。 

【目標】医療的ケア児支援のた

めの関係機関による協議の場 
設置 

平成 30 年度末までに設置することを目

標とし、設置の形態は今後検討します。
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５ 計画の内容（各サービスの見込み量等）  

（１）活動指標について 

 活動指標の項目は国の基本指針により項目が規定されています。 

「成果目標」と「活動指標」の関係については図のとおりです。また、障害福祉サービ

ス等及び障害児通所支援等の体系については、次のページの図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

国
の
基
本
指
針
の
基
本
的
理
念
（
第
１
章
） 

【成果目標】 【活動指標】 

資料：「障害福祉計画策定に係る実態調査及びＰＤＣＡサイクルに関するマニュアル」改訂版

（厚生労働省、平成 26年６月）を改変 

精神障害者にも対応した地域包
括ケアシステムの構築 
○ 保健・医療・福祉関係者による協議の

場の設置 

施設入所者の地域生活への移行 
○ 地域生活移行者の増加 

○ 施設入所者の削減 

障害のある人の地域生活の支援 
○ 地域生活支援拠点等の整備 

福祉施設から一般就労への移行
○ 福祉施設利用者の一般就労への移行

者の増加 

○ 就労移行支援事業の利用者の増加 

○ 就労移行支援事業所の就労移行率の

増加 

○ 支援開始から１年後の職場定着率 

○ 「就労移行支援」の利用者数、利用日数（再掲） 

○ 「就労定着支援」の利用者数、利用日数 

○ 「訪問系サービス」の利用者数、利用時間 

○ 「生活介護」の利用者数、利用日数 

○ 「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」の利用者数、利用日数 

○ 「就労移行支援」の利用者数、利用日数 

○ 「就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）」の利用者数、利用日数 

○ 「療養介護」の利用者数 

○ 「短期入所（福祉型・医療型）」の利用者数、利用日数 

○ 「自立生活援助」の利用者数  

○ 「共同生活援助」の利用者数 

○ 「地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）」の利用者数

○ 「施設入所支援」の利用者数 ※施設入所者の削減 

○ 地域生活支援事業の種類ごとの量の見込み 

○ 「児童発達支援」の利用児童数、利用日数 

○ 「医療型児童発達支援」の利用児童数、利用日数 

○ 「放課後等デイサービス」の利用児童数、利用日数 

○ 「保育所等訪問支援」の利用児童数、利用日数 

○ 「居宅訪問型児童発達支援」の利用児童数、利用日数 

○ 「障害児入所施設（福祉型・医療型）」の利用児童数（県） 

○ 「障害児相談支援」の利用児童数 

○ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネ

ーターの配置人数 

障害児支援の提供体制の整備等 
○ 児童発達支援センターの設置 

○ 保育所等訪問支援の利用体制の構築 

○ 重症心身障害児を支援する児童発達支

援事業所・放課後等デイサービス事業

所の確保 

○ 保健、医療、障害福祉、保育、教育等

の関係機関等が連携を図るための協

議の場の設置 
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必須事業 

任意事業 

■障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の体系 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④成年後見制度利用支援事業

（
１
）
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

（
２
）
日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

⑤重度障害者等包括支援

⑦短期入所（ショートステイ）

⑥療養介護

①生活介護

③施設入所支援

②自立訓練（機能訓練・生活訓練）

③就労移行支援

④就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

①自立生活援助

③相談支援事業 

⑨移動支援事業 

⑥意思疎通支援事業 

（
３
）
居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

④行動援護

⑦日常生活用具給付等事業

⑩地域活動支援センター

③同行援護

地
域
生
活
支
援
事
業 

①日中一時支援事業 

②訪問入浴サービス事業

③自動車運転免許取得費補助事業

④自動車改造費補助事業

（
４
）
相
談
支
援

①計画相談支援

②地域移行支援

③地域定着支援

①理解促進研修・啓発事業

②自発的活動支援事業

⑤成年後見制度法人後見支援事業

⑧手話奉仕員養成研修事業

障
害
児
支
援
（
市
町
村
） 

（
１
）
障
害
児
通
所
支
援

（２）障害児相談支援

①児童発達支援

②医療型児童発達支援

③放課後等デイサービス

⑤保育所等訪問支援

障
害
児
支
援
（
都
道
府
県
） 

＝ 

障
害
児
入
所
支
援

①福祉型障害児入所支援

②医療型障害児入所支援

⑤就労定着支援

②共同生活援助（グループホーム）

④居宅訪問型児童発達支援
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６ 指定障害福祉サービス・相談支援の見込み 

 

◇第５期「見込み量」・「実施見込み」一覧 

 

■指定障害福祉サービス・相談支援の見込み 

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問系サービス（合計） 
2,538 時間/月

47 人/月
2,646 時間/月

49 人/月
2,754 時間/月

51 人/月

日

中

活

動

系 

生活介護 
1,520 人日/月

80 人/月

1,558 人日/月

82 人/月

1,577 人日/月

83 人/月

自立訓練（機能訓練） 
12 人日/月

２人/月

18 人日/月

３人/月

18 人日/月

３人/月

自立訓練（生活訓練） 
153 人日/月

17 人/月

153 人日/月

17 人/月

162 人日/月

18 人/月

就労移行支援 
270 人日/月

18 人/月

285 人日/月

19 人/月

300 人日/月

20 人/月

就労継続支援（Ａ型） 
204 人日/月

12 人/月

238 人日/月

14 人/月

272 人日/月

16 人/月

就労継続支援（Ｂ型） 
880 人日/月

55 人/月

880 人日/月

55 人/月

912 人日/月

57 人/月

就労定着支援 
12 人日/月

６人/月

12 人日/月

６人/月

12 人日/月

６人/月

療養介護 １人/月 １人/月 １人/月

短期入所 

福祉型 
45 人日/月

５人/月

45 人日/月

５人/月

54 人日/月

６人/月

医療型 
０人日/月

０人/月

０人日/月

０人/月

０人日/月

０人/月

居

住

系 

自立生活援助 １人/月 １人/月 １人/月

共同生活援助 28 人/月 29 人/月 35 人/月

施設入所支援 24 人/月 24 人/月 23 人/月

相

談

支

援 

計画相談支援 19 人/月 21 人/月 23 人/月

地域相談

支援 

地域移行支援 ２人/月 ２人/月 ２人/月

地域定着支援 １人/月 １人/月 １人/月

＊人日/月…日利用人員×月当たりの平均利用日数＝月間の延べ利用日数 



10 
 

■障害児通所支援等の見込み 

＜障害児通所支援＞ 

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

日

中

活

動

系 

児童発達支援 
562 人日/月

125 人/月

585 人日/月

130 人/月

607 人日/月

135 人/月

医療型児童発達支援 
０人日/月

０人/月

０人日/月

０人/月

０人日/月

０人/月

放課後等デイサービス 
1,131 人日/月

145 人/月

1,248 人日/月

160 人/月

1,365 人日/月

175 人/月

居宅訪問型児童発達支援 
０人日/月

０人/月

０人日/月

０人/月

6 人日/月

3 人/月

保育所等訪問支援 
０人日/月

０人/月

０人日/月

０人/月

43 人日/月

21 人/月

＜障害児相談支援＞ 

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

相談 
支援 

障害児相談支援 11 人/月 13 人/月 15 人/月

＜医療的ケア児に対する支援＞ 

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

医療的ケア児に対する関連分野
の支援を調整するコーディネー
ターの配置人数 

０人 ０人 １人

＜子ども・子育て支援等における障がい児受け入れ＞ 

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

①保育所 23 人 23 人 23 人

②認定子ども園 ２人 ２人 ２人

③幼稚園 ６人 ８人 ８人

④放課後健全育成事業 ７人 ７人 ７人

⑤事業所内保育 ２人 ２人 ２人

⑥その他（小規模保育所等） ０人 １人 １人
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■地域生活支援事業の見込み 

＜必須事業分＞ 

 

事  業  名 

 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施見込み 

箇所数 

実利用 

見込み者数 

実施見込み 

箇所数 

実利用 

見込み者数 

実施見込み

箇所数 

実利用 

見込み者数

（１）理解促進研修・啓発事業 有 有 有

（２）自発的活動支援事業 無 有 有

（３）相談支援事業  

 

① 障害者相談支援事業所数 ２箇所 ２箇所  ３箇所

 ②基幹相談支援センター 無 無 有

③ 基幹相談支援センター等機能
  強化事業 

無 無 有

④ 住宅入居等支援事業 無 無 有

（４）成年後見制度利用支援事業 ３人 ３人 ３人

（５）成年後見制度法人後見支援事業 無 無 無

（６）意思疎通支援事業  

 

① 手話通訳者設置事業（実設置

見込み通訳者数） 
０人 ０人 ０人

② 手話通訳者派遣事業（実利用

見込み者数） 
５人 ５人 ５人

③ 要約筆記者派遣事業（実利用

見込み者数） 

（７）日常生活用具給付等事業（件数） 903 件 929 件 955 件

 

① 介護・訓練支援用具 ４件 ４件 ４件

② 自立生活支援用具 12 件 12 件 12 件

③ 在宅療養等支援用具 ３件 ３件 ３件

④ 情報・意思疎通支援用具 20 件 20 件 20 件

⑤ 排せつ管理支援用具 862 件 888 件 914 件

⑥ 居宅生活動作補助用具（住宅
改修費） 

２件 ２件 ２件

（８）手話奉仕員養成研修事業 

   （養成講習実修了見込み者数） 
２人 ２人 ２人

（９）移動支援事業（「実施見込箇所数」

欄の数値は実利用見込み者数、「利用

見込者数」欄は延べ利用見込み時間

数） 

58 人
7,843

時間
58 人

7,843 

時間 
58 人

7,843

時間

（10）地域活動支援センター（市内分）

             （市外分）

１箇所 66 人 １箇所 68 人 ２箇所 70 人

４箇所 24 人 ４箇所 26 人 ５箇所 28 人
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＜任意事業分＞ 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

（１）日中一時支援事業 43 人/月 46 人/月 49 人/月

（２）訪問入浴サービス事業 ２人/月 ２人/月 ２人/月

（３）自動車運転免許取得費補助事業 １人 １人 １人

（４）自動車改造費補助事業 ２人 ２人 ２人

 

 

7 推進・進行管理（評価）の具体的手法 

 本計画の円滑かつ確実な実施を図るため、関係機関等の連携に努めるとともに、計画に

定める成果目標（数値目標）や活動指標（各サービス見込み量等）に関する事業等の実施、

進捗状況（利用者数・利用日数等）については、「白井市地域自立支援協議会」等で定期的

に、点検・把握、評価を行っていくものとします。 

 

計画の進行管理のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＣＴ 
(改善) 

【施策実施における

問題・課題への対応】

ＣＨＥＣＫ(評価) 

【市による自己評価】

【地域自立支援協議

会による評価】 

ＤＯ(実行) 

【市による施策の実

施、関係機関との連

携】 

ＰＬＡＮ(計画) 

【市民・当事者参加

による計画策定】 

統計データ収集・市民アン

ケート調査・団体ヒアリン

グ等による成果及び問題・

課題等の把握 

市民への進捗状況や

成果の公表 

施策や計画の見直し 計画の公表



 
 

 参 考 資 料 

資料１ 計画策定までの経過 

 

年 月 日 事 項 内  容 

平成 28 年 

９月 21 日 第１回策定委員会 

・委嘱状の交付 

・委員長及び副委員長の選出 

・「白井市障害者計画等策定方針」について

・白井市第４期障害福祉計画の進捗状況に

ついて 

・アンケート調査実施方針（案）について

11 月９日 第２回策定委員会 
・アンケート調査票（案）及び調査対象者

について 

12 月 21 日 第３回策定委員会 
・アンケート調査票（案）及び調査対象者

について 

平成 29 年 

１月 13 日～ 

２月上旬 
「計画策定に向けたアンケート調査」実施 

３月 29 日 第４回策定委員会 

・アンケート調査の結果について 

・障がい者団体等ヒアリング実施方針（案）

について 

４月 12 日～ 

28 日 
「計画策定に向けた障がい者団体等ヒアリング調査」実施 

７月５日 第５回策定委員会 

・アンケート調査の結果について 

・障がい者団体等ヒアリング調査の結果に

ついて 

・国の基本指針及び計画の骨子案について

８月 23 日 第６回策定委員会 

・第４期障害福祉計画の進捗状況について

・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉

計画の素案について 

９月 20 日 第７回策定委員会 
・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉

計画の素案について 

11 月１日 第８回策定委員会 
・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉

計画の素案について 

１月 17 日～ 

２月 6日 
計画案についての市民意見等募集（パブリック・コメント）実施

 


